
■立正大学の自己点検・評価実施体制 
「立正大学自己点検・評価の実施に関する規程」および「立正大学大学院自己点検・評価

の実施に関する規程」により定めており、学長が自己点検・評価委員会委員長を務める全

学的な実施体制を組織しています。 
 

 


